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１．都市計画の目標

１）当該都市計画区域の都市づくりの基本理念（

本区域は、埼玉県の東北部、都心から約４０ｋｍ圏に位置し、大宮台地の北側と河川沿い

の低地からなり、おおむね平坦な地形となっている。西側に綾瀬川、北側に備前堀川、ほぼ

中央に元荒川などの河川が南へ流下している。

鉄道は、南西方向から北東方向にＪＲ東北線が走り、蓮田駅、白岡駅及び新白岡駅があ

り、通勤・通学の主要な交通機関となっている。さらに、高速鉄道東京７号線の蓮田への

延伸が計画されている。

道路は、一般国道１２２号が南東方向から北西方向に通り、都心、さいたま市方面及び

加須市方面と連絡するなど、広域幹線道路として重要な交通網を形成している。また、県

、 。道さいたま栗橋線が鉄道と平行しており さいたま市方面及び栗橋町方面と連絡している

さらに、東側を東北自動車道が南北方向に縦貫している。

また、首都圏中央連絡自動車道の菖蒲白岡インターチェンジ（仮称）が計画され、交通

の利便性の大きな向上が期待されている。

古くは見沼代用水の舟運により菖蒲などのまちが栄え、その後、明治時代の鉄道の開通

、 。で物資の輸送が舟運から鉄道輸送に変化し 鉄道駅を中心にまちが発展するようになった

昭和４０年代頃から、首都圏への人口集中の影響を受け、都心への利便性の良さから宅地開

発が盛んになり、急速な都市化が進み、蓮田駅や白岡駅が中心の市街地が形成された。また、

昭和５０年代には、久喜菖蒲工業団地などの工業地が形成され、その後、昭和６２年には新白

岡駅が開設され、土地区画整理事業などにより新しいまちが形成された。

このような背景において、快適な居住環境で災害に強いまちづくりを行うためには、特

に、急速な都市化が進んだ駅周辺部については、道路や排水施設などの整備を行う必要が

ある。また、土地区画整理事業などにより新しいまちが形成された地域については、引き続き

この良好な居住環境を維持していく必要がある。

一方、白岡八幡宮、菖蒲城趾、閏戸式三番などの地域固有の歴史・文化が多く、また、
しきさんば

元荒川、綾瀬川、見沼代用水などの豊かな自然環境と田や梨などの果樹畑の優良な農地が広が

り、既存の集落については、樹林地や屋敷林などの緑につつまれた特徴ある自然景観が広がっ

ているなど、豊かな歴史・文化や自然環境などを保全、活用を図っていくことが大切であ

る。

このようなことから、これらの自然環境と住宅、産業及び文化の調和のとれた都市を目指し

て、将来の都市づくりの基本的方向を次のとおり設定する。

① 緑につつまれた住み良い生活環境の形成

② 活力ある産業の振興

③ 交通ネットワークの充実による周辺地域との連絡強化

④ 自然と都市の共存した、うるおいのあるまち
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（２）地域毎の市街地像

蓮田駅周辺地域は、再開発事業の促進を図るとともに、商業・業務などの機能を備えた

にぎわいに満ちた商業業務地の形成を図る。

蓮田駅周辺の商業業務地を取り囲む住宅地については、道路や公園などの都市基盤整備

を促進し、防災性に配慮した良好で快適な居住環境を備えた住宅地の形成を図る。特に、

緑町、椿山地区などの都市基盤が整備された住宅地域は、緑豊かな住宅地を形成している

ことから、今後も良好な住環境を維持・保全する。馬込下蓮田、黒浜地区は、道路や公園
ま ご め

などの都市基盤を整備し、周辺の環境に配慮しながら、良好な居住環境を備えた質の高い

住宅地の形成を図る。

白岡駅周辺地域は、狭小道路の改善など環境整備を促進し、安全で楽しく買い物ができ

快適でにぎわいがある魅力的な商業業務地の形成を図る。白岡駅周辺の商業業務地を取り

囲む住宅地については、土地区画整理事業や地区計画などにより、快適な居住環境を備え

た住宅地の形成を図る。特に、白岡駅西側の元荒川沿いの西地域などの都市基盤が整備さ

れた地域は、現在の良好な住環境を維持・保全するとともに緑豊かな良好な住宅地の形成

を図る。

新白岡駅周辺地域は、日常購買等を賄い、やすらぎが持てる快適な商業業務地の形成を

図る。新白岡駅周辺の商業業務地を取り囲む住宅地については、土地区画整理事業や地区

計画などにより、快適な居住環境を備えた住宅地の形成を図る。特に白岡ニュータウン地

区は、道路や歩道に街路樹が植樹され閑静な住宅街を形成していることから、今後も良好

な住環境を備えた住宅地の形成を図る。

あやめ会館周辺地域については、日常生活に密着した魅力ある商業地の形成を図る。そ

の周辺の住宅地については、土地区画整理事業などにより、安全で快適な住宅地の形成を

図る。

東北縦貫自動車道の蓮田サービスエリア周辺や白岡工業団地などの工業地については、

工場敷地内の緑化等を促進し、周辺の住宅の環境に配慮した工業地の形成を図る。

菖蒲北部地区は、土地区画整理事業により、緑豊かな公園などが整備された魅力ある操

業環境を備えた工業地や快適な住宅地の形成を図る。

久喜菖蒲工業団地は、周辺の環境と調和した緑豊かな良好な工業地を保全する。

首都圏中央連絡自動車道の菖蒲白岡インターチェンジ（仮称）が計画されている周辺地

域については、広域交通の利便性を活かしながら既存の環境と調和したまちづくりを進め

る。

その他、元荒川や隼人堀川、見沼代用水等の周辺地域については、のどかな田園風景や

雑木林などの緑豊かな自然環境が形成されていることから、今後も、これらの貴重な自然

、 。 、と農地を保全し 既存の集落における良好な住環境と調和のとれた地域を形成する なお

既存住宅団地等は、その周辺の緑豊かな環境と調和がとれた良好な住環境を保全する。
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２ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針

（１）区域区分の決定の有無

本都市計画区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に指定されていることから、都

市計画法第７条第１項第１号のイに基づき、本都市計画に区域区分を定めるものとする。

（２）区域区分の方針

① に配置されるべきおおむねの人口都市計画区域及び市街化区域

年 次 平成１２年 平成２２年

区 分

内人口 １３３．８千人 おおむね１３９．７千人都市計画区域

内人口 ８２．３千人 おおむね ８８．２千人市街化区域

なお、平成２２年においては、上表の外に県南広域都市計画圏における

保留人口が想定されている。

②産業の規模

年 次 平成１２年 平成２２年

区 分

規

製造品出荷額 ２，８６２億円 ２，３１６億円

模 商品販売額 １，４２５億円 １，６０３億円

年 次 平成１２年 平成２２年

区 分

第一次産業 ３．４千人 ２．５千人

就 （５％） （３％）

第二次産業 ２０．３千人 ２０．２千人

業 （３０％） （２６％）

第三次産業 ４３．５千人 ５４．３千人

構 （６５％） （７１％）

計 ６７．２千人 ７７．０千人

造 （１００％） （１００％）
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③市街化区域のおおむねの規模

本区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向並びに計画的

市街地整備の見通しを勘案し、市街化区域のおおむねの規模を次のとおり想定する。

平成２２年

年 次 （基準年の１０年後）

市街化区域面積 おおむね１，４６２ｈａ

（注）市街化区域面積は、平成２２年時点における人口の保留フレームに対応

する市街化区域面積を含まないものとする。
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３ 主要な都市計画の決定の方針

（１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

①主要用途の配置の方針

本区域では、中心市街地の商業における空洞化や既成市街地における細街路等、土地利用

上の問題が顕在化してきている。このため、中心市街地の活性化を進めるとともに、土地利

用の純化を推進し、秩序ある土地利用の実現、都市機能の更新を図る必要がある。

また、良好な環境を有する住宅地については、住民参画の基に合意形成を図りながら、そ

の環境を維持するよう土地利用の規制・誘導を行い、地域特性に応じたきめ細かいまちづく

りを目指す。

このようなことから、主要用途を次のとおり設定する。

用 途 地 区 名 方 針

商業業務地 蓮田駅周辺地区、白 古くから商業施設が立地してきた地区であるが、近

岡駅周辺地区、あや 年は空洞化が進行しつつある。このようなことから、

め会館周辺地区 消費者需要の多様化に対処するために、都市基盤を整

備し、商業・サービス機能の充実を図る。

新白岡駅周辺地区 民間開発または土地区画整理事業により人口が増加

し、消費者需要の多様化が進んでいる地域である。こ

のようなことから、日常購買及びサービス施設の集積

を図り、地区中心的な商業地の形成を図る。

工 業 地 蓮田サービスエリア 工業系土地利用の中心地として整備されている地区

周辺地区、白岡工業 である。このようなことから、今後も引き続き、周辺

団地地区、久喜菖蒲 の住宅地や農地との調和を図るため、緑化や環境改善

工業団地地区 等に配慮した工業地の維持・保全を図る。

菖蒲北部地区 国道に隣接している立地条件から、新たな土地利用

の展開の可能性が生まれる地区である。このため、中

核的な工業地として新たに整備を図るとともに、周辺

との調和を図りつつ、幅広い産業を許容する地域にひ

らかれた工業地の整備を図る。
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住 宅 地 蓮田駅周辺地区、白 古くから住宅市街地を形成し、中心市街地周辺とい

岡駅周辺地区、あや う地域性から商業施設等が混在している地区である。

め会館周辺地区 このようなことから、土地利用の純化を推進しつつ、

立地条件を活かした利便性の高い都市型住宅地の形成

を図る。

椿山地区 緑町地区 市街地開発事業等により整備され、比較的緑に恵ま、 、

桜台地区、西新宿地 れた良好な環境を有する地区である。このようなこと

区、白岡西地区、原 から、環境と共生した住宅地の保全を図る。

ヶ井戸・東地区、寺

田団地地区

馬込・下蓮田地区、 市街地開発事業等により住宅環境が整備され、また

黒浜地区、山ノ内地 整備されつつある地区である。

区、白岡ニュータウ このようなことから、良好な市街地を形成するとと

ン地区、野牛・高岩 もに、地区計画等により適正な土地利用を誘導し、良

地区、白岡駅東部中 好な住環境の形成を図る。

央地区、菖蒲北部地

区
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②市街地における建築物の密度の構成に関する方針

市街地の効率的な土地利用を実現するため、地区の特性に十分配慮しながら、秩序ある都

市空間を創出するとともに、良好な住環境の確保や美しい街並みの形成など、安全で快適な

都市生活の実現に向けて、主要用途別に地区毎の密度構成を次のとおり設定する。

用 途 地 区 名 方 針

商業業務地 蓮田駅周辺地区、白 交通の要衝として、駅前広場、公園等の魅力ある都

、 。岡駅周辺地区、あや 市空間を想定し 中高密度な商業業務地の形成を図る

め会館周辺地区

新白岡駅周辺地区 地域の中心となる商業・業務施設の立地などを促進

し、日常サービスが受けられる商業業務地を想定し、

低中密度な商業業務地の形成を図る。

工 業 地 蓮田サービスエリア 緑化や周辺環境との調和を推進するとともに、都市

周辺地区、白岡工業 型工業地としての機能に応じ、中密度な工業専用系工

団地地区、久喜菖蒲 業地の形成を図る。

工業団地地区

菖蒲北部地区 都市的土地利用の需要の増大を受け、周辺環境と調

和のとれた、幅広い産業を許容する中密度な工業地の

形成を図る。

住 宅 地 蓮田駅周辺地区、白 道路や公園の都市基盤の整備を促進するとともに、

岡駅周辺地区、あや 良好な住環境が整っている地区については、地区計画

め会館周辺地区 等の活用により、その地区の特性に応じた中密度な住

宅地の形成を図る。

馬込・下蓮田地区、 優良な居住環境を形成するために土地区画整理事業

黒浜地区、山ノ内地 等が行われた地区又は実施中の地区については、その

区、西新宿地区、白 計画理念やその地区の特性に応じた中・低密度な住宅

岡町西地区、原ヶ井 地の形成を図る。

戸・東地区、野牛・

高岩地区、白岡駅東

部中央地区、菖蒲北

部地区、寺田団地地

区

椿山地区 緑町地区 民間開発により整備された良好な居住環境の戸建て、 、

桜台地区、白岡ニュ 住宅地区については、地区計画等の活用により、その

ータウン地区 地区の特性に応じた低密度な住宅地としての形成を図

る。
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③市街地における住宅建設の方針

１）誰もが安心して暮らせる住まい・まちづくりの基本方針

ａ．高齢社会等への対応

本格的な少子高齢化社会を迎えるにあたり、高齢者等の居住の安定を図る。すべて

の人にやさしく、様々な世代が一緒に暮らすことのできるユニバーサルデザインに

よる社会の実現を目指す。

ｂ．安全な住環境への誘導

都市基盤の整備と住宅の不燃化、耐震化等により、密集市街地の改善や拡大を防止

し、災害に対する安全性を高める。また、個々の住宅の防犯性向上とともに地域の

防犯対策を促進する。

２）豊かさを実感できる住まい・まちづくりの基本方針

ａ．居住水準の向上

多様なライフスタイルに対応するため、良質な借家ストックの形成を支援し、住み

替えによる居住水準の向上を図る。魅力ある住宅地の形成のため、生活関連機能を

備えた住宅市街地の整備を促進する。

ｂ．住まい方の提案

多様な社会的サービスを受けやすい、便利で快適に暮らせるまちなか居住を推進す

る。また、郊外住居については、介護や子育ても含んだ生活を支援する機能の導入

や多様な世代が居住する住宅地への再生を図る。

３）循環型社会に対応した住まい・まちづくりの基本方針

ａ．環境負荷の軽減

住宅を適切に維持管理し、長期間使用することにより省エネルギー化及び省資源化

を図り、環境共生住宅や省エネルギー住宅等の環境にやさしい住まいづくりの試み

を地域整備の一環として取り組む。

ｂ．良質なストックの形成

今後は良質なストックが社会的資産として循環し、住民が適正な負担のもとに住宅

を選択できるような市場の整備を目指す。現在の良質なストックの活用や、既存の

ストックを改善するなど住宅の質の向上を容易に行える環境を整備し、ストック全

体の質の向上を図る。また、新たなストックを形成する場合においても、長期間の

使用に耐える良質な住宅を建設することを支援する。

４）パートナーシップで築く住まい・まちづくりの基本方針

ａ．産業・行政・学校関係の連携

住まい・まちづくりに関する情報を積極的に提供し、また、産業・行政・学校関係

の連携による研究などを通じて、地域の住宅関連産業の振興を図る。

ｂ．住民・NPO等との協調

住民、民間事業者、NPO等との連携のもと、地域の豊かな自然、景観や街並みに配

慮するなど、住まいとまちの質を高め、住民によって進める住まい・まちづくりを

支援する。
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④市街地において特に配慮すべき土地利用の方針

本区域では、市街地において特に配慮すべき土地利用の方針を次のとおりとする。

また、市街地の防災性の向上を図るため、都市基盤施設の整備状況や建築物の建て詰まり状

況などを勘案し、防火・準防火地域を指定するなど必要な施策を総合的に実施し、安全なま

ちづくりを推進する。

１）土地の高度利用に関する方針

以下の区域については、本区域の顔として商業・業務機能の集積に対応した土地の高

度利用を図りつつ、魅力ある都市景観を形成する。

地 区 名 方 針

蓮田駅西口地区、白 今後の商業・業務、文化、交流機能の集積に対応した都

岡駅周辺地区 市基盤の整備を図り、土地の高度利用を促進する。

２）用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針

地区の土地利用の現状や動向、また、目指すべき市街地像に対応した秩序ある土地

利用の形成を図るため、用途転換、用途純化又は用途の複合化が必要な地区につい

て用途地域の変更や地区計画などの活用に よ り 、計画的かつ適正な用途の誘導に

努める。また、住工混在地区については、都市基盤の整備を図るとともに、工場の適

都市基盤の整備された地区のうち必要な区域に切な誘導により用途の純化を進める。

ついて地区計画を定め、計画的な用途の転換を図るとともに、適正な用途の配置に努め

る。

地 区 名 方 針

蓮田駅周辺地区、白 古くから商業施設が立地してきたが、近年は空洞化がみ

岡駅周辺地区、あや られる。このため、地域の特性を活かした商業・業務施設

め会館周辺地区 の集積を図りつつ用途の複合化を進め、都市機能の充実強

化に努める。

物見塚地区 住宅地に混在立地している工場等については、移転を促

、 、 、進し 都市基盤の整備を図るとともに 用途の純化を進め

都市環境の向上を図る。

新白岡駅周辺地区 都市基盤整備を促進し、土地の整序化を図るとともに、

商業・業務施設の集積を図りつつ用途の複合化を進め、都

市機能の充実強化に努める。



- 10 -

３）居住環境の改善又は維持に関する方針

既成市街地では、老朽化した住宅の計画的な建て替えを促進し、防災性の向上等を図る

とともに、生活基盤の整った住宅市街地の形成に努める。

地 区 名 方 針

蓮田駅周辺地区、白 都市基盤の整備、老朽木造家屋の建て替え及び不燃化の

岡駅周辺地区、あや 促進等により、防災性の向上等を計画的に進めて良好な市

め会館周辺地区 街地形成を図り、地区計画等の導入により環境の保全に努

める。

土地区画整理事業や住宅開発により整備された住宅地に椿山地区、緑町地区、桜台

ついては、良好な住宅環境の維持・保全を図るとともに、地区、西新宿地区、馬込・

緑豊かで快適な住宅地として住宅環境の向上を図る。下蓮田地区、黒浜地区、山

ノ内地区、白岡ニュータウ

ン地区、白岡西地区、原ヶ

井戸・東地区、野牛・高岩

、 、地区 白岡駅東部中央地区

寺田団地地区、菖蒲北部地

区
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⑤市街化調整区域の土地利用の方針

１）優良な農地との健全な調和に関する方針

本区域の農地は、水田が大きな比重を占め、また、特産品の一つである梨の生産地と

して梨畑が広範囲に広がっていることから、生産性の高い優良農地は今後ともその保全

を図る。また、既存の集落については、道路や排水施設等を整備し、快適な生活環境の

形成を図る。

２）災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針

元荒川に沿った低地部及び浸水被害の生じやすい低地部は、市街化の抑制を図る。

３）自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針

、 、 、 、 、元荒川 見沼代用水沿い 黒浜沼周辺 山ノ神沼 神明神社社叢及び天王山塚古墳は

自然景観に富み、今後とも自然地として整備・保全を図る。

４）秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針

既存の集落において、地域社会のコミュニティなどの住環境の維持を基本とし、住

宅、小規模店舗等の立地が可能な土地の区域として、農林関係部局等と調整し、周辺

環境と調和した土地利用を図る。

市町村の基本構想に基づいて策定された土地利用に関する計画に即して指定する産

業系の施設の立地が可能な土地の区域は、農林関係部局等と調整し、周辺環境と調和

した土地利用を図る。

旧暫定逆線引き区域 については、住民の合意形成を図り、今後とも自然・農業・集＊

落環境を保全しつつ、周辺の環境と調和したゆとりある居住環境等の形成又は維持・

保全を行う。

＊ 旧暫定逆線引き区域

第５回区域区分見直しにより暫定逆線引きの運用が廃止されたため、旧暫定逆線引き区域とした

ものである。

また、暫定逆線引きとは、計画的市街化を図るべき市街化区域内に、都市基盤が未整備なままミ

ニ開発等による不良市街地が形成されるとともに、計画的な市街地整備の見通しが明確でない農地

、 、 、等が相当量残存していたことから 当分の間 計画的な市街地整備が行われる見込みのない地区を

用途地域の指定を残したまま、一旦、市街化調整区域に編入し、その後、土地区画整理事業等の実

施が確実になった時点で市街化区域に再編入するという方式である。



- 12 -

（２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

①交通施設の都市計画の決定の方針

１）基本方針

ａ．交通体系の整備の方針

本区域は、埼玉県の東北部に位置し、交通体系として鉄道交通では、ＪＲ東北線が

南北に貫通している。また、高速鉄道東京７号線の蓮田への延伸が計画されている。

道路交通では、東北縦貫自動車道、一般国道１２２号、県道さいたま栗橋線及び県

道川越栗橋線等が区域を縦断している。また、広域交通のネットワークを図る首都圏

中央連絡自動車道及び幹線道路としての一般国道１２２号のバイパスの整備が進めら

れている。

このため、将来の都市構造、都市活動形態や都市間の連絡道路の調査・研究を進め

総合的な交通体系の確立に努める必要がある。

このような状況を踏まえ、本区域の交通体系は、次のような基本方針のもとに整備

を進める。

、 、ア 効率的な道路網を形成するとともに 公共交通機関の活用を積極的に進め

総合的な交通体系を確立する。

イ 広域的な交流・連携を強化するため広域交通ネットワークの充実を図

る。

ウ 密集している市街地においては、面的整備計画と調整を行い、都市防

災の向上を図りながら道路等の整備を進める。

エ 施設整備にあたっては、既存施設の有効利用を図りつつ、ユニバーサ

ルデザインに配慮し、計画的かつ段階的整備を行う。

オ 駐車場については、既存駐車施設の活用を図りながら、行政、住民及

び企業が一体となった総合的な駐車対策を推進する。

ｂ．整備水準の目標

おおむね２０年後の実現を目指す整備水準を次のとおりとする。

種 別 整 備 水 準 の 目 標

平成12年度末現在１．３km／km が整備されているが、今後、基本方道 路 ２

針に基づき整備の促進を図り、主要幹線道路、幹線道路及び補助幹線道

路をあわせ、おおむね20年後には、市街地全体として３．７km／km に２

なることを目標として整備を進める。
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２）主要な施設の配置の方針

ａ．道路

生活圏の拡大により、都市内の交通を円滑に処理するため、既に計画決定された都

市計画道路について、その方針を定める。

種 別 方 針

広域交通 広域交流の基盤であり、区域内外の拠点間を結び都市の骨格となる広域

幹線道路の自動車専用道路では、都市計画道路１・３・１号首都圏中央連

絡自動車道を配置し、広域幹線では、一般国道１２２号及び都市計画道路

３・３・３４号日光東京線（一般国道１２２号バイパス）を配置する。

都 市 内 市街地のパターン及び土地利用を勘案しつつ都市における各地区間の交

交 通 通を円滑に処理するため、各地区に集中発生する交通量に応じて都市計画

、 。道路を配置し ネットワークとして効率を高めるよう道路網の形成を図る

ｂ．鉄道

ＪＲ東北線は都心方面などと連絡し、通勤・通学など他地区との主要な交通手段と

なっている。また、浦和美園駅から蓮田市への高速鉄道東京７号線延伸が計画されて

いる。

ｃ．その他

駅周辺における路上駐車や放置自転車等の問題に対処するために、行政、住民及び

企業が一体の駐車・駐輪対策を行うとともに、必要に応じて公共駐車場及び駐輪場を

配置する。

３）主要な施設の整備目標

おおむね１０年以内に整備を予定する主要な施設は、次のとおりとする。

種 別 路 線 名 等

道 路 都市間を結ぶ路線の整備

都市計画道路１・３・１号首都圏中央連絡自動車道

〃 ３・３・３４号日光東京線（一般国道１２２号バイパス）

駅周辺の交通量の増大及び駅へのアクセスに対処する路線の整備

都市計画道路３．４．３号白岡駅東口線

〃 ３・４・７号白岡篠津線

〃 ３・４・１３号蓮田駅西口通線

〃 ３・５・１８号前口山ノ内線

各地区内の交通に対処する路線の整備

都市計画道路３・４・２４号物見塚西堀線

〃 ３・５・２６号宮本寺田線

等
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②下水道及び河川の都市計画の決定の方針

１）基本方針

ａ．下水道及び河川の整備の方針

将来の人口規模や都市活動の集積に対応して、環境の保全及び防災の強化を図る

ため、市街化の動向等を勘案して下水道及び河川整備を推進し、生活環境の改善に

努めるとともに都市の健全な発展を図る。

平成１２年度末

４９．０％都市計画区域内下水道普及率

ア 下水道の整備については、市街化の動向及び都市基盤整備との整合を十分に図

るとともに、雨水排水については、河川改修との整合を図る。

イ 流域下水道など効率的な整備を行う

ウ 市街地における雨水排除のため、河川改修と整合を図りながら排水施設等の整

備を図っていく。

エ 河川については、河道等の治水施設の整備を図るとともに、流域貯留浸透施設

。の設置等、総合的な治水対策を図る

ｂ．整備水準の目標

おおむね20年後の実現を目指す整備水準を次のとおりとする。

種 別 整備水準の目標

下水道 汚水：おおむね10年後には、蓮田駅西口地区、黒浜・緑町地区、

野牛・高岩地区、白岡駅東部中央地区、宮山団地地区、菖

蒲北部地区の整備に努める。また、おおむね20年後には、

市街地のほぼ全域において下水道の整備を図る。

雨水：おおむね10年後には、蓮田駅西口地区、黒浜・緑町地区、

野牛・高岩地区、白岡駅東部中央地区、菖蒲北部地区の整

備に努める。また、おおむね20年後には、市街地のほぼ全

域において下水道の整備を図る。
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２）主要な施設の配置の方針

ａ 下水道

中川流域別下水道整備総合計画に基づき、古利根川流域下水道の計画区域 汚水

（全体計画区域：６２５ha 、雨水（全体計画区域：６２５ha）を配置し、また、）

中川流域下水道の計画区域 汚水（全体計画区域：２，６３２ha 、雨水（全体計）

画区域：２，６３２ha）を配置する。

３）主要な施設の整備目標

おおむね１０年以内に整備を予定する主要な施設は、次のとおりとする。

種 別 施 設 名 等

、 、 、公共下水道 汚水：蓮田第１処理分区 蓮田第２処理分区 蓮田第５処理分区

白岡第１処理分区、白岡第２処理分区、

菖蒲第１処理分区、菖蒲第２処理分区

雨水：中堀第１雨水幹線

③その他の都市施設の都市計画の決定の方針

１）基本方針

施設の広域利用等により増大するごみ排出量に対処するため、ごみ焼却場の処理能力

及び処理効率の向上を図る。

都市生活の多様化や生活の快適さ、文化的欲求等の生活の質の向上が求められている

ことから、これに対応する文化施設、スポーツ施設、レクリエーション施設の整備を図

る。

今後の人口の動向を勘案し、本区域内住民が快適で文化的な生活を営むために必要な

公共施設を確保する。
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（３）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

①主要な市街地開発事業の決定の方針

蓮田駅周辺地区及び白岡駅周辺地区においては、駅を中心とした商業業務地としての都市

機能と魅力ある都市空間の形成を図るため、土地の合理的かつ健全な都市基盤整備を誘導す

る。

また、木造密集市街地の改善を促進し、良好な住環境の確保に努めるとともに市街地開発

事業による面的整備のほか、地区計画等に基づく計画的な整備を推進し、防災性の向上に配

慮した適正な土地利用の誘導を図る。

市街化区域内農地の無秩序な宅地化を防止するため、土地区画整理事業等の計画的な整備

を推進し、良好な居住環境の形成及び改善を図るとともに、地区計画等により快適で魅力的

な都市環境の形成に努める。

②市街地整備の目標

おおむね１０年以内に実施を予定する主要な事業は、次のとおりとする。

事 業 名 等 地 区 名 称

土地区画整理事業 馬込・下蓮田地区、黒浜地区、

原ヶ井戸・東地区、野牛・高岩地区、白岡駅東部中央地区、

菖蒲北部地区

市街地再開発事業 蓮田駅西口地区
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（４）自然的・歴史的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

①基本方針

本区域は、元荒川、綾瀬川、見沼代用水、野通川、隼人堀川沿い等の低地部に整備された

水田地帯と、自然林や屋敷林を有する緩やかな大地で構成されており、自然に恵まれた地域

である。

、 。また区域には 優れた自然景観と地域の風土に溶け込んだ数多くの文化財が点在している

今後、都市化が進展する中で、こうした自然環境と文化財を保全するとともに、近年のス

ポーツ、レクリエーション需要の増大や、災害時における避難地の確保等に対処するため、

各種機能に応じた公園・緑地を適切に配置し、良好な環境づくりを目指す。

・緑地の確保目標水準

緑地確保目標量 都市計画区域

（平成３２年） に対する割合

２，０２６ｈａ ２５．５％

・都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準

年 次 平成１２年 平成３２年

都市計画区域内人口

１人あたりの目標水準 ５．３㎡／人 １７．５㎡／人
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②主要な緑地の配置の方針

配置計画 地 域 名 等 方 針

環境保全 元 荒 川 、 綾 瀬 川 、 都市の骨格を成し、良好な水辺空間を形成する地

系 統 見沼代用水、野通川、 域であるため、河川計画との整合を図りながら緑地

隼人堀川等 の保全・整備を図る。

台 地 上 の 自 然 林 、 優れた自然景観地として保全を図る。

屋敷林、古墳、社叢

レクリエ 蓮田市総合市民体育館 近年のレクリエーション需要の増大等に対処する

ーション 周辺地区、 ため、市街化の動向、土地利用形態等を勘案して、

系 統 白岡町役場周辺地区、 公園緑地等の種別に応じ適切に配置整備することに

、 。柴山沼地区、 より 総合的なレクリエーション機能の充実を図る

（仮称）菖蒲北部公園

防災系統 地域全体 災害発生時における避難困難地域を解消するた

め、地域防災計画との整合を図って、公園、緑道を

適正に配置し安全な避難路を確保する。

景観構成 地域全体 豊かに流れる大小の河川と広大な田園と屋敷林配

系 統 置が特色ある風土として景観を構成している。

また、寺社林や公共施設の緑が柔らかな都市空間

を醸し出している。これらの景観構成を生み出す緑

を保全し、修景に資する緑地の整備の促進を図る。

総合的な 地域全体 快適な生活環境を確保するため、環境保全、レク

緑地の配 リエーション、防災、景観構成等の各機能を総合的

置 に勘案し、地区の特性に応じて適正に緑地を配置す

る。
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③実現のための具体の都市計画制度の方針

方 針

主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とす都市公園 街区公園

る公園で、利用圏域人口、土地利用状況及び将来の見通しなど

を勘案し、１カ所当たり面積０．２５ｈａを標準として配置す

る。

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする近隣公園

公園で、利用圏域人口、土地利用状況及び将来の見通しなどを

勘案し、１カ所当たり面積２ｈａを標準として配置する。

主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的地区公園

とする公園で、利用圏域人口、土地利用状況及び将来の見通し

、 。などを勘案し １カ所当たり面積４ｈａを標準として配置する

都市住民全般の休憩、鑑賞、散歩、遊技、運動等総合的な利用総合公園

に供することを目的とする公園で、利用圏域人口、土地利用状

況及び将来の見通しなどを勘案し、都市規模に応じ１カ所当た

り面積１０～５０ｈａを標準として配置する。

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする運動公園

公園で、利用圏域人口、土地利用状況及び将来の見通しなどを

勘案し、都市規模に応じ１カ所当たり面積１５～７５ｈａを標

準として配置する。

④主要な緑地の確保目標

おおむね１０年以内に整備を予定する公園等は、次のとおりとする。

種 別 名 称 等

近隣公園 （仮称）菖蒲北部公園 １．６ｈａ

緑 地 柴山沼緑地 １４．０ｈａ



備前堀川

姫宮落川

隼人堀川

庄兵堀川
星川

野通川

元荒川

綾瀬川

元荒川

久喜Ｉ.Ｃ

久喜・白岡
ＪＣＴ（仮称）菖蒲・白岡I.C

（仮称）

凡例

都市計画区域 行政区域

市街化区域

商業業務地

工業地
・流通業務地

住宅地

広域交通

整備済

未整備

鉄   道

公園緑地・緑道等

蓮田都市計画

都市計画区域の整備

開発及び保全の方針図

ＪＲ宇都宮線

東北新幹線

一般国道１２２号

N
菖蒲町

白岡町

蓮田市

蓮田駅

白岡駅

新白岡駅

東北縦貫自動車道

上越新幹線

首都圏中央
連絡自動車道
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